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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基端開口が背土に面する水抜き管内に先端開口から挿入されるフィルタ手段であって、
　前記水抜き管に固定される固定部及びこの固定部と一体化された押圧部として機能する
平板状の網状体が備わる本体部材と、前記網状体の先方側において前記水抜き管内に挿入
される金属束子と、を有し、
　前記平板状の網状体が、
　当該平板状の状態で前記金属束子を前記先端開口から前記基端開口に向けて押し進める
機能とともに、
　前記金属束子を押圧して前記背土に押し当て、前記水抜き管及び前記基端開口に面する
背土にフィットさせる機能を有する、
　ことを特徴とする水抜き管のフィルタ手段。
【請求項２】
　前記固定部が前記水抜き管に内接固定される筒体によって構成され、前記網状体が前記
筒体内を軸方向に対して直交するように横切るように構成され、前記筒体の内周面と前記
平板状の網状体の先側面とで囲まれる空間部に前記金属束子の後端部が収容可能とされて
いる、
　請求項１記載の水抜き管のフィルタ手段。
【請求項３】
　基端開口が背土に面する水抜き管内に先端開口からフィルタ手段を挿入して、当該フィ
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ルタ手段を前記水抜き管に装着する方法であって、
　前記フィルタ手段として、前記水抜き管に固定される固定部及びこの固定部と一体化さ
れた押圧部として機能する平板状の網状体が備わる本体部材と、金属束子とを用意し、
　前記水抜き管内に前記金属束子及び前記本体部材をこの順に挿入し、前記金属束子を前
記網状体で前記先端開口から前記基端開口に向けて押し進め、前記金属束子を平板状の状
態の前記網状体で押圧して前記背土に押し当て、前記水抜き管及び前記基端開口に面する
背土にフィットさせる、
　ことを特徴とする水抜き管に対するフィルタ手段の装着方法。
【請求項４】
　前記固定部が前記水抜き管に内接固定される筒体によって構成され、前記網状体が前記
筒体内を軸方向に対して直交するように横切るように構成され、
　前記水抜き管内に前記筒体を挿入するに先立って当該筒体の外周面に接着剤を塗布して
おき、前記筒体の内周面と前記平板状の網状体の先側面とで囲まれる空間部に前記金属束
子の後端部が収容された状態で前記挿入を行う、
　請求項３記載の水抜き管に対するフィルタ手段の装着方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、砂礫等が水抜き管内に流入するのを防止する水抜き管のフィルタ手段、及び
水抜き管に対するフィルタ手段の装着方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　地盤、擁壁、石積壁等に埋め込まれた水抜き管内には、この水抜き管の基端開口に面す
る背土から水（排水）が流入する。この排水は、水抜き管内を流れた後、先端開口から排
出される。しかしながら、水抜き管内に排水が流入するに際しては、当該水抜き管内に砂
礫等も流入してしまい、この砂礫等の堆積によって当該水抜き管内を排水が流れなくなる
おそれがある。また、水抜き管内に砂礫等が流入すると、背土に空洞が形成され、例えば
、背土の崩壊や当該背土を覆う補強層の剥離等が生じるおそれがある。そこで、水抜き管
の基端開口にフィルタ手段を装着し、水抜き管内に砂礫等が流入するのを防止するのが一
般的になりつつある。
【０００３】
　水抜き管に装着するフィルタ手段としては、例えば、水抜き管の基端部内に嵌合する筒
状部とこの筒状部内に形成された網状部とを有するもの（特許文献１参照）、水抜き管の
基端部内に挿入されるカップ状容体とこのカップ状容体内に嵌装されるフィルタ材とを有
するもの（特許文献２参照）等が存在する。特許文献１の網状部はフィルタとして機能す
るとされており、また、特許文献２のフィルタ材としては、カール状の合成樹脂細線をテ
ーパ柱状に絡合させたものや合成樹脂繊維よりなる不織布を重ね合わせたもの等を使用す
ることができるとされている。
【０００４】
　しかしながら、これらのフィルタ手段は、水抜き管の基端開口に装着された後に背土が
埋め戻されることを前提としている。つまり、水抜き管の基端開口が背土に面していない
状態において装着されることを前提としている。したがって、フィルタ手段の装着を忘れ
たまま背土を埋め戻してしまった場合等においては、フィルタ手段の装着を諦めるか、背
土を再度掘り起こす必要が生じる。また、そもそも背土を掘り起こすことができない場合
は、フィルタ手段を水抜き管に装着することができない。
【０００５】
　そこで、現在では、背土を掘り起こすことなく水抜き管に装着することができるフィル
タ手段の提案が、つまり水抜き管の基端開口が背土に面した状態においても当該水抜き管
に装着することができるフィルタ手段の提案がなされている。
【０００６】
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　例えば、特許文献３は、フィルタ手段を縮径可能とする提案であり、当該フィルタ手段
を縮径させた状態で水抜き管内に挿入し、水抜き管の基端部において当該縮径を解くこと
によって当該フィルタ手段を水抜き管の基端部に固定するとしている。また、特許文献４
は、水抜き管を塞ぐフィルタ部と水抜き管の内壁に当接して弾性変形する固定部とを有す
るフィルタ手段を提案している。このフィルタ手段は、固定部の弾性力によってフィルタ
部が水抜き管内に固定されるとするものである。
【０００７】
　これら特許文献３や特許文献４のフィルタ手段は、縮径や弾性変形を利用して水抜き管
の先端開口から挿入することができるようにしたものであり、水抜き管の基端開口が背土
に面した状態においても装着することができる。しかしながら、これらのフィルタ手段は
、砂礫等の流入は防止しつつ、排水は通すというフィルタ機能について特に改良がされた
ものではない。例えば、特許文献３は、筒状部の底面が格子状とされることによってフィ
ルタ機能が発揮されるとし、また、筒状部内に繊維状フィルタ（透水マット）を配置して
二重フィルタとするのが好ましいとするにすぎない。一方、特許文献４も、フィルタ部を
厚手のフェルト製にするとするにすぎない。
【０００８】
　しかるに、フィルタ機能を発揮する部位（フィルタ機能部）を単にフェルト製や不織布
製等とするのでは砂礫等の流入防止及び排水の円滑な流通のいずれかが機能不十分になる
おそれがある。また、これらの機能を考慮したうえで、合成繊維や接着剤等を利用して製
造するのではコストが嵩む。さらに、いずれのフィルタ機能部も、水抜き管の内径等に応
じて大きさを変更しなければならず、汎用性に欠ける。しかも、水抜き管の基端開口に面
する背土に凹凸や傾斜等が存在する場合は、この凹凸面や傾斜面等とフィルタ機能部との
間に空隙が形成される。したがって、この空隙内に背土が崩れ落ち、この崩れ落ちた背土
（砂礫等）が排水と伴に水抜き管内に流入するおそれや、排水の流通を妨げるおそれがあ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】実公平７－１４４３７号公報
【特許文献２】登録実用新案第３０２７２１８号公報
【特許文献３】特開２００４－６８５７６号公報
【特許文献４】特開２０１０－７３００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明が解決しようとする主たる課題は、水抜き管の基端開口が背土に面した状態にお
いても装着可能で、かつ汎用性のある水抜き管のフィルタ手段、及び水抜き管に対するフ
ィルタ手段の装着方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この課題を解決した本発明は、次の通りである。
　〔請求項１記載の発明〕
　基端開口が背土に面する水抜き管内に先端開口から挿入されるフィルタ手段であって、
　前記水抜き管に固定される固定部及びこの固定部と一体化された押圧部として機能する
平板状の網状体が備わる本体部材と、前記網状体の先方側において前記水抜き管内に挿入
される金属束子と、を有し、
　前記平板状の網状体が、
　当該平板状の状態で前記金属束子を前記先端開口から前記基端開口に向けて押し進める
機能とともに、
　前記金属束子を押圧して前記背土に押し当て、前記水抜き管及び前記基端開口に面する
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背土にフィットさせる機能を有する、
　ことを特徴とする水抜き管のフィルタ手段。
【００１２】
　〔請求項２記載の発明〕
　前記固定部が前記水抜き管に内接固定される筒体によって構成され、前記網状体が前記
筒体内を軸方向に対して直交するように横切るように構成され、前記筒体の内周面と前記
平板状の網状体の先側面とで囲まれる空間部に前記金属束子の後端部が収容可能とされて
いる、
　請求項１記載の水抜き管のフィルタ手段。
【００１３】
　〔請求項３記載の発明〕
　基端開口が背土に面する水抜き管内に先端開口からフィルタ手段を挿入して、当該フィ
ルタ手段を前記水抜き管に装着する方法であって、
　前記フィルタ手段として、前記水抜き管に固定される固定部及びこの固定部と一体化さ
れた押圧部として機能する平板状の網状体が備わる本体部材と、金属束子とを用意し、
　前記水抜き管内に前記金属束子及び前記本体部材をこの順に挿入し、前記金属束子を前
記網状体で前記先端開口から前記基端開口に向けて押し進め、前記金属束子を平板状の状
態の前記網状体で押圧して前記背土に押し当て、前記水抜き管及び前記基端開口に面する
背土にフィットさせる、
　ことを特徴とする水抜き管に対するフィルタ手段の装着方法。
【００１４】
　〔請求項４記載の発明〕
　前記固定部が前記水抜き管に内接固定される筒体によって構成され、前記網状体が前記
筒体内を軸方向に対して直交するように横切るように構成され、
　前記水抜き管内に前記筒体を挿入するに先立って当該筒体の外周面に接着剤を塗布して
おき、前記筒体の内周面と前記平板状の網状体の先側面とで囲まれる空間部に前記金属束
子の後端部が収容された状態で前記挿入を行う、
　請求項３記載の水抜き管に対するフィルタ手段の装着方法。
【００１５】
　（主な作用効果）
　本発明者等は、現在、市場に流通している金属束子がフィルタ手段の構成要素（フィル
タ機能部）とするに好適な特性を有することを知見した。そこで、この金属束子の特性を
発揮させるのに必要なさまざまな検討を行い、結果、本発明が創作されるに至ったもので
ある。
　すなわち、本発明のフィルタ手段は、金属束子及び本体部材を有するが、これらの部材
が水抜き管内に挿入可能とされている。したがって、水抜き管の基端開口が背土に面した
状態においても装着可能である。また、本体部材は固定部及び押圧部を有し、金属束子が
この押圧部に押圧されて背土に押し当てられるため、当該金属束子は押圧方向と直交する
方向に広がる。したがって、金属束子は、自動的に水抜き管の内周面にフィットする形状
や大きさとなり、汎用性に優れる。しかも、金属束子は柔軟性を有するため、水抜き管の
基端開口に面する背土に凹凸や傾斜等が存在する場合においても、この凹凸面や傾斜面等
にフィットし、両者の間に空隙が形成されない。したがって、空隙内に背土が崩れ落ち、
この崩れ落ちた背土（砂礫等）が排水と伴に水抜き管内に流入するおそれや、排水の流通
を妨げるおそれがない。そして、金属束子は砂礫等の流入防止機能及び排水の円滑な流通
機能（排水性）を兼ね備え、フィルタ機能は十分に発揮される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によると、水抜き管の基端開口が背土に面した状態においても装着可能で、かつ
汎用性のある水抜き管のフィルタ手段、及び水抜き管に対するフィルタ手段の装着方法と
なる。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本体部材及び金属束子からなるフィルタ手段の斜視図並びにこのフィルタ手段が
装着される水抜き管の斜視図である。
【図２】筒体及び網状体からなる本体部材について、筒体の一部を切欠き、網状体を露出
させた状態を示す斜視図である。
【図３】金属束子の斜視図及びこの金属束子を構成する金属扁平線を拡大した状態を示す
斜視図である。
【図４】フィルタ手段の装着施工例における水抜き管設置前の模式断面図である。
【図５】フィルタ手段の装着施工例における水抜き管設置後の模式断面図である。
【図６】フィルタ手段の装着施工例における増厚補強層形成後の模式断面図である。
【図７】フィルタ手段の装着施工例におけるモルタル注入後の模式断面図である。
【図８】フィルタ手段の装着施工例における封止材破断後の模式断面図である。
【図９】フィルタ手段の装着施工例におけるフィルタ手段装着後の模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に、本発明の実施の形態を説明する。
　図１に示すように、本形態のフィルタ手段１は、本体部材１０及び金属束子２０を有す
る。また、本体部材１０は、図２に示すように、水抜き管３０に内接固定される筒体１１
及びこの筒体１１内を横切る網状体１２で構成されている。
【００１９】
　水抜き管３０は、基端開口３２に面する背土Ｇ（図５等参照）から流入した排水を先端
開口３１から排出する管である。この水抜き管３０は、例えば、断面真円形状の硬質塩化
ビニル管等によって構成される。ただし、フィルタ手段１の金属束子２０は柔軟性を有し
ており、その断面形状が容易に変化する。したがって、本形態のフィルタ手段１は、本体
部材１０の断面形状を変えるのみでさまざまな断面形状の水抜き管に装着することができ
る。断面真円形状ではない水抜き管としては、例えば、断面楕円形状、断面方形状の水抜
き管や、特開平５－２６３４２９号公報等が開示するような断面三角形状の水抜き管等を
例示することができる。
【００２０】
　水抜き管３０の外径や内径、厚さ（管厚）等は、特に限定されない。水抜き管３０は、
強度等を重視して使用されるＶＰ管（いわゆる塩ビ厚肉管）等の厚肉管であっても、排水
性等を重視して使用されるＶＵ管（いわゆる塩ビ薄肉管）等の薄肉管であってもよい。ま
た、水抜き管３０の素材も特に限定されず、硬質塩化ビニルではなく、例えば、金属等で
あってもよい。
【００２１】
　筒体１１は、網状体１２を水抜き管３０に固定して軸方向に動かないようにする固定部
としての機能を有する。したがって、筒体１１に変えて、例えば、実開平３－６２１３０
号公報等が開示するような針金等を適宜の形状に折り曲げたものを固定部として採用する
こともできる。ただし、固定部が筒体１１であると、金属束子２０を水抜き管３０の先端
開口３１から挿入し、基端開口３２に向けて押し進めるのが容易になるとの利点や、水抜
き管３０に対する固定強度が高まるとの利点がある。
【００２２】
　筒体１１の断面形状は特に限定されず、水抜き管３０の断面形状とは異なる断面形状と
することもできる。ただし、上記固定強度の観点や排水性の観点からは、水抜き管３０の
相似形状とするのが好ましい。本形態の筒体１１は、外周面１１ｂが水抜き管３０の内周
面３０ａに内接する断面真円形状とされている。
【００２３】
　筒体１１の厚さは特に限定されないが、排水性の観点からは可及的に薄くするのが好ま
しい。また、筒体１１は、内周面１１ａや外周面１１ｂに凹凸等が存在してもよく、筒体
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１１を径方向に貫く孔等が存在してもよい。さらに、筒体１１の長さは特に限定されず、
例えば、３～１５ｃｍ、好ましくは５～１０ｃｍとされる。
【００２４】
　網状体１２は、水抜き管３０内に挿入された金属束子２０を先端開口３１から基端開口
３２に向けて押し進める機能を有する。また、網状体１２は、水抜き管３０の基端部にお
いて金属束子２０を押圧して背土Ｇに押し当てる押圧部としての機能も有する。したがっ
て、網状体１２に変えて、例えば、上記実開平３－６２１３０号公報等が開示するような
針金等を適宜の形状に折り曲げたものを押圧部として使用することもできる。ただし、押
圧部が網状体１２であると、フィルタ性能が高まるとの利点がある。また、押圧部が網状
体１２であると、金属束子２０を押し進めるに際して当該金属束子２０と網状体１２との
間に断面方向に関して大きな摩擦力が生じる。したがって、金属束子２０の断面方向への
ヨレ等が防止され、当該金属束子２０が断面方向の一方に偏ってしまうおそれがない。結
果、金属束子２０によるフィルタ機能が断面方向に関して均等に発揮される。
【００２５】
　網状体１２の網目の大きさは特に限定されず、以上の押圧機能、フィルタ機能、摩擦機
能等を必要により考慮して設計することができる。また、網状体１２は、筒体１１の軸方
向に対して斜めに配置することもできるが、金属束子２０のヨレ等を防止するという観点
からは、本形態のように、平板状のものを筒体１１の軸方向に対して直交するように配置
するのが好ましい。
【００２６】
　本形態の筒体１１及び網状体１２は、一体化されている。この一体化は、一体成型によ
るものであっても、接合等によるものであってもよい。接合等による場合は、筒体１１と
して市販化されている硬質塩化ビニル管等を使用することもできる。ただし、筒体１１の
強度は水抜き管３０のように大きく設定する必要がない。したがって、市販化されている
硬質塩化ビニル管等を使用する場合は、排水性を重視してＶＰ管（塩ビ厚肉管）よりもＶ
Ｕ管（塩ビ薄肉管）を選択するのが好ましい。
【００２７】
　金属束子２０は、水抜き管３０内に砂礫等が流入するのを防止しつつ、排水を流入させ
るフィルタとしての機能を有する（フィルタ機能部）。この金属束子２０は、例えば、直
径０．５～３．０ｍｍの金属丸線をダイヤモンドダイス等によって伸線して縮径し、次い
で、図３に示すように、圧延等によって扁平化しつつ、螺旋状にカール巻きしてコイル状
とし、このコイル状の金属扁平線２１を絡み合わることによって形成することができる。
このように金属タワシ２０は、コイル状の金属扁平線２１が単に絡み合うことによって塊
状とされているため、極めて柔軟であり、その全体形状が押し当てられた物の形状に沿っ
て容易に変形する。したがって、前述したように、水抜き管３０の基端開口３２に面する
背土Ｇに凹凸や傾斜等が存在する場合においても、金属束子２０は当該凹凸面や傾斜面等
に容易にフィットする。
【００２８】
　金属扁平線２１によって形成されるコイルの外径Ｃ１は特に限定されないが、好ましく
は２．０～１０．０ｍｍである。外径Ｃ１が１．０ｍｍ未満であると、金属束子２０が密
になり過ぎ、排水性が低下するおそれがある。また、外径Ｃ１が２．０ｍｍ未満であると
、曲率半径が小さくコイル一巻き当たりにおける背土Ｇ（図９参照）との接触面積が狭く
なるため、背土Ｇが削られてしまうおそれがある。他方、外径Ｃ１が１０．０ｍｍを超え
ると、水抜き管３０内に砂礫等が流入し易くなり、フィルタ性能が不十分になるおそれが
ある。また、外径Ｃ１が１０．０ｍｍを超えると、金属束子２０の形状保持性が低下し、
水抜き管３０内に挿入し難くなるおそれがある。
【００２９】
　金属扁平線２１によって形成されるコイルのピッチＣ２は特に限定されないが、好まし
くは０．１～５．０ｍｍである。ピッチＣ２が０．１ｍｍ未満であると、金属束子２０が
密になり過ぎ、排水性が低下するおそれがある。他方、ピッチＣ２が５．０ｍｍを超える
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と、コイルの絡み合いが悪くなり、金属束子２０の形状保持性が低下して水抜き管３０内
に挿入し難くなるおそれがある。
【００３０】
　金属扁平線２１の断面形状、大きさ等は特に限定されないが、本形態のように断面略方
形状とされる場合、その幅Ｃ３は、好ましくは０．１～３．０ｍｍである。幅Ｃ３が０．
１ｍｍ未満であると、金属扁平線２１の剛性が低下し、金属束子２０の形状保持性が低下
して水抜き管３０内に挿入し難くなるおそれがある。他方、幅Ｃ２が３．０ｍｍを超える
と、金属扁平線２１の剛性が高くなり、金属束子２０の柔軟性が低下するおそれがある。
【００３１】
　一方、金属扁平線２１の厚さＣ４は、好ましくは０．０１～１．０ｍｍである。厚さＣ
４が０．０１ｍｍ未満であると、金属扁平線２１の剛性が低下し、金属束子２０の形状保
持性が低下して水抜き管３０内に挿入し難くなるおそれがある。また、厚さＣ４が０．０
１ｍｍ未満であると、コイル一巻き当たりにおける背土Ｇとの接触面積が狭くなるため、
背土Ｇが削られてしまうおそれがある。他方、厚さＣ４が１．０ｍｍを超えると、金属扁
平線２１の剛性が高くなり、金属束子２０の柔軟性が低下するおそれがある。
【００３２】
　金属扁平線２１の素材は特に限定されず、例えば銅、亜鉛、スズ又はこれらの合金等を
使用することができる。ただし、耐久性や防錆性等の観点からは、ステンレス鋼を使用す
るのが好ましい。
【００３３】
　次に、図４～９を参照しながら、水抜き管３０に対するフィルタ手段１の装着方法につ
いて説明する。なお、地山（背土）Ｇの法面にモルタルやコンクリート等からなる既設補
強層Ｍ１が存在する場合において、この既設補強層Ｍ１を補修や補強等するに際しては、
新たな水抜き管の設置やこの水抜き管に対するフィルタ手段の装着等が行われることがあ
る。そこで、以下では、この場合を例に説明する。ただし、本発明のフィルタ手段やこの
フィルタ手段を水抜き管に装着する方法は、この場合に限定して適用可能なものではない
。本発明は、既設補強層等が存在しない場合においても適用することができ、また、既設
の水抜き管に対しても適用することができる。
【００３４】
　本形態の施工例においては、まず、図４に示すように、水抜き管３０の基端開口３２を
ビニールテープ等の封止材３２Ｔによって塞いでおく。この封止により、空洞Ａに注入し
たモルタル等からなる注入材Ｓ（図７参照）が水抜き管３０の基端開口３２から当該水抜
き管３０内に流入するのが防止される。なお、この注入材Ｓの注入に関する詳細は後述す
る。
【００３５】
　基端開口３２が封止材３２Ｔによって塞がれた水抜き管３０は、図５に示すように、封
止材３２Ｔが地山（背土）Ｇに面するように埋め込む。この埋設方法は、特に限定される
ものではないが、通常、既設補強層Ｍ１に孔を形成し、この孔に水抜き管３０を挿入する
方法による。また、この水抜き管３０の埋設は、通常、幅方向や高さ方向に適宜の間隔を
おいて複数箇所に行う。
【００３６】
　水抜き管３０の埋設が終了したら、図６に示すように、既設補強層Ｍ１の表面にモルタ
ルやコンクリート等を吹き付けて増厚補強層Ｍ２を形成する。この増厚補強層Ｍ２の形成
によって劣化した既設補強層Ｍ１が補修・補強され、地山Ｇの法面保護が図られる。この
増厚補強層Ｍ２の形成は、水抜き管３０の先端開口３１が覆われないように行う必要があ
る。したがって、水抜き管３０の長さは、増厚補強層Ｍ２の設計厚さに応じて設計してお
く。
【００３７】
　本形態において、水抜き管３０の先端部は、増厚補強層Ｍ２の表面に沿うように傾斜す
るテーパ状とされている。ただし、水抜き管３０の先端部は、テーパ状とされていなくて
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もよく、また、増厚補強層Ｍ２を形成した後、当該水抜き管３０の先端部を増厚補強層Ｍ
２の表面に沿うようにカットしてもよい。
【００３８】
　増厚補強層Ｍ２の形成が終了したら、図７に示すように、地山Ｇと既設補強層Ｍ１との
間に形成された空洞Ａにモルタル等のセメント系グラウトからなる注入材Ｓを注入する。
この注入材Ｓの注入によって劣化した既設補強層Ｍ１の滑落防止や地山Ｇの補修・補強等
が図られる。この注入材Ｓの注入に際しては、水抜き管３０の基端開口３２が封止材３２
Ｔによって塞がれているため、注入材Ｓが基端開口３２から水抜き管３０内に流入するお
それがない。
【００３９】
　注入材Ｓの注入方法は、特に限定されるものではなく、例えば、地山Ｇに向かって増厚
補強層Ｍ２及び既設補強層Ｍ１を削孔し、必要によっては地山Ｇまで削孔し、この削孔を
通して注入することができる。図示例では、当該削孔に注入管４０を挿入し、この注入管
４０の注入口４１を空洞Ａに臨ませ、当該注入口４１から空洞Ａに注入材Ｓを注入する形
態を示している。この注入材Ｓの注入に際しては、注入圧の管理等を行い、注入状態を把
握するのが好ましい。
【００４０】
　この注入材Ｓの注入は、地山Ｇに対しても行い、地山Ｇの補強を同時に図ることもでき
る。また、注入管４０として、注入管としての機能のほか、ロックボルトとしての機能も
有するものを使用し、地山Ｇに対する既設補強層Ｍ１等の固定力を高めることもできる。
なお、図示例では、空洞Ａが地山Ｇと既設補強層Ｍ１との間全域にわって存在しているが
、通常は一部である。
【００４１】
　モルタルＳの注入が終了したら、図８に示すように、封止材３２Ｔを破断し、水抜き管
３２の基端開口３２を露出させる。封止材３２Ｔを破断する方法は、特に限定されるもの
ではなく、例えば、水抜き管３０内に棒材、パイプ材等の部材を差し込み、これらの部材
の先端部で封止材３２Ｔを引っ掻くことによって破断することができる。
【００４２】
　他方、この破断作業と同時に、又は前後して本体部材１０及び金属束子２０からなるフ
ィルタ手段１を用意する。そして、本体部材１０を構成する筒体１１の外周面１１ｂに塩
化ビニル・酢酸ビニル共重合樹脂系接着剤等からなる接着剤を塗布する。
【００４３】
　この接着剤の塗布が終了したら、水抜き管３０内に金属束子２０及び本体部材１０をこ
の順に挿入し、水抜き管３０の基端開口３２に向かって挿入し続ける（押し進める）。こ
の挿入は、筒体１１の内周面１１ａと網状体１２の先側面１２ａとで囲まれる空間部１１
Ｘに金属束子２０の後端部が収容された状態で行われるため、極めて円滑・迅速に行うこ
とができる。
【００４４】
　金属束子２０及び本体部材１０を押し進める方法は、特に限定されるものではなく、例
えば、金属束子２０及び本体部材１０が挿入された水抜き管３０内に棒材、パイプ材等の
部材を差し込み、これらの部材の先端部で本体部材１０を突く方法によることができる。
この挿入のための部材と前述封止材３２Ｔを破断するための部材とは、同じものであって
も異なるものであってもよい。
【００４５】
　金属束子２０及び本体部材１０の挿入は、図９に示すように、金属束子２０が網状体１
２に押圧されて背土Ｇの基端開口３２に面する面Ｇａに押し当てられるまで行う。金属束
子２０は反発力（バネ効果）を有するため、この押し当てによって背土Ｇの緩み等が防止
される。
【００４６】
　この状態で適宜の時間、例えば、１０～１８０秒保持する。この保持により、筒体１１
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の外周面１１ｂに塗布した接着剤によって筒体１１の外周面１１ｂが水抜き管３０の内周
面３０ａに接着され、筒体１１が水抜き管３０に内接固定された状態になる。これにより
、水抜き管３０に対するフィルタ手段１の装着が完了する。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明は、砂礫等が水抜き管内に流入するのを防止する水抜き管のフィルタ手段、及び
水抜き管に対するフィルタ手段の装着方法として適用可能である。
【符号の説明】
【００４８】
　１…フィルタ手段、１０…本体部材、１１…筒体、１２…網状体、２０…金属束子、２
１…金属扁平線、３０…水抜き管、３１…先端開口、３２…基端開口、３２Ｔ…封止材、
４０…注入管、４１…注入口、Ａ…空洞、Ｇ…背土（地山）、Ｍ１…既設補強層、Ｍ２…
増厚補強層、Ｓ…注入材。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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